
 

 
千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
） 

新 

旧 

（
公
告
） 

（
公
告
） 

第
百
八
条 

契
約
担
当
者
は
、
一
般
競
争
入
札
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
少
く
と
も
十

日
前
に
、
県
報
、
新
聞
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
期
間
を
五
日
ま
で
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
百
八
条 

契
約
担
当
者
は
、
一
般
競
争
入
札
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
少
く
と
も
十

日
前
に
、
県
報
、
新
聞
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
期
間
を
五
日
ま
で
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

入
札
に
付
す
る
事
項 

一 

入
札
に
付
す
る
事
項 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

三 

契
約
条
項
を
示
す
場
所 

三 

契
約
条
項
を
示
す
場
所 

四 

入
札
開
札
の
日
時
及
び
場
所 

四 

入
札
開
札
の
日
時
及
び
場
所 

五 

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項 

五 

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項 

六 

当
該
一
般
競
争
入
札
が
令
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
」

と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

六 

当
該
一
般
競
争
入
札
が
令
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
」

と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨 

イ 

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨 

ロ 

当
該
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
係
る
申
込
み
の
う
ち
価
格
そ
の
他
の
条
件
が

県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
落
札
者
決
定

基
準
」
と
い
う
。
） 

ロ 

当
該
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
係
る
申
込
み
の
う
ち
価
格
そ
の
他
の
条
件
が

県
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
落
札
者
決
定

基
準
」
と
い
う
。
） 

七 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

七 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

建
設
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
公
告
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
五
条
の
九
に
規
定
す

る
見
積
期
間
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
設
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
公
告
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
見

積
期
間
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


